
介護保険の施設サービスを使用している方へ
「介護保険負担限度額認定申請」のお知らせ
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介護保険施設（老人福祉施設・老人保健施設・療養型医療施設）へ入所している方、または短期入所（ショートステイ）を利用し

ている方の居住費・食費に係る費用は自己負担になりますが、低所得の方は所得に応じて自己負担の限度額が設けられています。

●自己異姓の限度額（1日あたり）経緯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）

翻招競籠轡 i繚醗隠あ∴ �潮∴麗 �居住蹄（滞在培）の負担限度額 ����：食費の限度額： 
：ユニット型 　囲霊 �ユニット型 欒鱒麗 �従来型個室 �　　i 露砂嚢∴言 

第1段階 �生活保護の受給者の方など �820 �490 �490（320） �0 �300 

第2段階 �本人および世帯全員が市民 税非課税で、本人の合計所 得金額と課税年金収入額の 合計が80万円以下の方i �820 �490 �490（420） �320 �390 

第3段階 �本人および世帯全員が市民 税非課税で、本人の合計所 得金額と課税年金収入額の 合計が80万円を超える方 �1，640 �1，310 �1，310（820） �320 �650 

老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は（）内の金額となります。 

臆自己負担の限度額を超えた分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から利用施設に給付されます。限

度額を超える利用者負担はありません。

菓該当する方は申請により「介護保険負担限度額認定証」を交付します。

※「介護保険負担限度額認定証」の有効期間は申請をした月の初日から翌年の6月末日です。ただし、4月から6月

に申請した場合はその年の6月末日です。
申請に必要なもの　印鑑、介護保険負担限度額認定申請書（健康推進課　介護保険担当に用意してあります）

申請受付・間合先　いきいきプラザ都留内　健康推進課　介護保険担当　℡（46）5113

「児童手当」を受給されている方へ
現在、児童手当を受給されている方は「児童手当現況届」を提出することが法律で義務付けられています。

これは、受給者の前年の所得状況と6月1日現在の養育状況などを確認審査するための大切な届けです。該当者に

は、6月上旬に用紙を送付しますので、必要事項を記入のうえ、提出してください。

※捉出されない場合は、6月以降の児童手当の支払いが受けられません。

提出期限　6月30日（火）

持ち物　現況届用紙、印鑑、年金加入証明書または健康保険証の写し

◆受給中に次のようなことがあった場合には、手続きをお願いします。

○住所が変わったとき　○死亡または資格を失ったとき　○出生などにより、支給要件児童数が変わったとき

○公務員になったとき

間合先　市民生活課　年金・医療担当

国議題華麗鑓叡邁繊讃願騎
闇轢赤平寧覇患、飽食の涼吾輩沸人選鱒艶麗の車で境、鱒経臓撰篇露襲感染懸崖毯隷讃鈎、隙鰭媛韻縁看護溺

韻駿韻」、隔擦鞠怒擬餌、隠語報管の羅刹の4将の註響隷麗凄む歌も蒸す桓これ雪線艶麗馨欝渓音墨憩轍摩繚十

聾、醸凝、灼績秘、欝凄、球事イヴ、蔭慧慈惹離岸轍も貫鞭母線憩こ速静終藷署義為凌して、軽轟琵離馨績薄暗麟手

鍋　馳臓縦鴫種火闇脅緻　銃鯨武闘欝◆墨薄暮等繊麗蘭膏一部三瓢箪蜜も濃も

この牽強マ賠態や盲国訴薄幸膏挫漑国際霜吾聾璃揖罵重し音、圏聴鵜二惑い雷疑車掌麗灘縫鍵邁してい轟音勾

配轟露草聾鞋幽艶薄霞翻博蟻、欝鱒効釦漣敵艦艶麗鶴艶こ撃撥餓辱遭鵡薄霧義旗崖も盲、潔鯛艶麗憶滝研菅鯨、舶鶉

菰華隷蘭醗雷醸翻勤怠の躍繚愚鮮麗網鰯嬢醜瞬弼礎綾織擬常緑咄製鶉効蛋繕壷批恕』豊吉去就も鰯謎を繊親馨申し－餓擬すe

薬蕊、牽無塵績薗籍番遼澄聴義持で、馬愚串簡勅恵　那こ融湿せ純鷺の霧篤聾津軽も

湊ずので、食後は諸藩慈し雷電、瑠璃たぎ撥充電鶉類い尊も志軽蔑ずる

闘禽読　図薫蒸菅聾鞋曲饗繋藷藤灘欝轟轍霞

輝讃罵　い馨雄藩ヂ亭軍報欝碗　績恕藤　漑蟻績龍縄邁　璃　態纏繭
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